
申し込みが上限額に
達しなかったときは、　
　　　期限後も受け
　　　付けます。

問合せ　総務課（内線728）
生
活

問合せ　市民課（内線700）
生
活

平成25年５月に、国会でマイナンバー法が成立しました。
マイナンバーとは、国民一人一人が持つ12桁の番号のこ
とで、ことし10月から皆さんに通知されます。
平成28年１月からは、個人番号カード（顔写真付きＩＣ
カード）の交付が始まります。
＊交付には、申請が必要です。

制度の内容を担当職員が分かりやすく説明します。町内
会などの団体で、申し込んでください。

市ホームページや総務省のマイナンバー公
式サイトでもご案内しています。
コールセンターもあります。
◆マイナンバーコールセンター
☎０５７０～２０～０１７８
日時　月～金曜（祝日、年末年始を除く）
　　　午前９時30分～午後５時30分
＊通話料が掛かります。

元気で魅力あるまちづくりを目指し、地域で自
主的に進めるまちづくり活動に助成金を交付し
ています。

◆国民の利便性の向上
市役所などの行政手続きの時にマ
イナンバーを記入することで、提
出書類が少なくなります。
◆行政の効率化
行政手続きが正確で早くなります。
災害時の行政支援にも活用してい
く予定です。
◆公平・公正な社会の実現
適正・公平な課税を実現していきます。未払いや不正受
給を解決していきます。

対象となる事業
●地域の特色を生かし、その魅力を高めるもの
●地域コミュニティーを活性化させるもの
●地域の課題を解決するもの
対象となる団体　地域内で活動する５人以上の
団体で、構成員の過半数がその地域の住民であ
ること
助成額　助成対象経費の３分の２以内（各地区
上限70万円）

４地区・10件の事業に、149万5,300円を助成しました。

●大曲地区わんわんパトロール
　隊事業　
　大曲地区安全安心活動推進協
　議会

●西部ふしぎ発見
　西部地区青少年健全育成連絡
　協議会

●西部地区文化のあゆみ45年記
　念誌発行事業
　西部地区文化協会

●希望ヶ丘バス停自転車駐輪所
　整備事業
　希望ヶ丘町内会

●ウパシ・フェスティバルin西部
　輪厚おやじの会

●防犯等啓発事業
　共栄町内会

防犯等啓発事業

●第四住区地域交流活動活性化
　事業
　第四住区自治連合会

第四住区地域交流活動活性化事業

青葉町２丁目自治会発足
40周年記念事業

●自治会創始40周年記念事業
　白樺町３丁目自治会　　

●第二住区「第30回ふれあい夏
　まつり」事業
　第二住区自治連合会

●青葉町２丁目自治会発足40周
　年記念事業
　青葉町２丁目自治会 第二住区「第30回ふれあい夏まつり」事業

西部ふしぎ発見申込み　各地区の担当職員へ
●東部地区＝市民課長（内線620）
●大曲地区＝大曲出張所長（☎376-2530）
●西の里地区＝西の里出張所長（☎375-3209）
●西部地区＝西部出張所長（☎376-2103）
●北広島団地地区＝環境課長（内線642）
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